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要旨 

 医療用医薬品流通における卸と医療機関の交渉力が取引価格に与える影響について分析

する．薬価が改定されない状況では，医療機関に完全な交渉力がある場合の方がメーカー

の利潤は高くなる．新しい薬価が前の期の納入価格の水準に応じて改定される現行の薬価

制度を分析する．薬価がマイナス改定される状況においては，逆に卸に完全な交渉力があ

る場合の方が改定後のメーカーの利潤は高まることを明らかにした． 

 

Abstract 

  We analyze the effects of bargaining power of a medical institution and a medical wholesaler in 

pharmaceutical distribution on the transaction price. In situations where drug prices are not revised, 

when medical institution has full bargaining power, pharmaceutical manufacturer earns high profit. 

We analyze the current drug price system where new drug prices are revised in response to the 

delivery price in previous period. We show that in a situation where revised drug prices decrease, 

when medical wholesaler has full bargaining power, on the contrary, pharmaceutical manufacturer 

earns high profit.  
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1. はじめに 

 

我々の健康にとって欠くべからざる医療用医薬品の流通構造とその規制について医薬品

メーカー，医薬品卸売企業，そして医療機関の 3 者の垂直的関係の視点から分析を行う．

財政上の問題から医療費の削減は喫緊の問題となっているが，薬価やその算定根拠になる

取引価格の詳細な経済学的な分析は未だに発展途上にある．本論では，医薬品価格形成の

詳細な分析に向けての一歩として卸と医療機関の交渉力を明示的に扱う．薬価が不変であ

る状況と薬価の改定がある状況では大きく異なる結論が得られた．薬価の改定がない場合

は，卸から医療機関への納入価格に対して医療機関に完全な価格交渉力がある場合の方が，

卸にそれがある場合よりもメーカーの利潤が高まる．しかし，薬価が前の期の納入価格に

基づいて設定される場合，かなり一般的な状況において逆に卸に完全な交渉力がある場合

の方が，医療機関にそれがある場合よりもメーカーの利潤が高まる．これはメーカーに卸

に交渉力を与える強いインセンティブを持つことを意味する．卸の交渉力の高まりは，も

ちろん卸にとっても望ましい．医薬品流通におけるメーカーと卸の間の取引慣行の継続を

この結論は含意していると考えられる． 

垂直的取引関係については，一般的に 2 重マージンの問題が知られている．しかしなが

ら，医薬品産業においては薬価基準制度によって最終価格が規制されている．こうした規

制制度のもとで垂直的取引関係を分析した論文は，我々が知る限りにおいてこれが初めて

である．薬価基準制度についての先駆的な研究として柳井・嶋口 (1978)がある．現実の薬

価改定ルールをモデルに取り込んだ研究であるが，垂直的な関係における戦略的な効果を

明示的には扱っていない．公正取引委員会 (2006)は，医療用医薬品の流通においては多様

な取引慣行の存在を指摘している．こうした取引慣行の経済合理性を検証する上でも本稿

のような分析は不可欠であろう．さらに，厚生労働省 (2007)は，医薬品流通の改善に向け

た提言をおこなっている．こうした提言を具体化するに当たって，経済分析に基づいた流

通の阻害要因を解明することは重要である．三村 (2011)では，経営学の立場から薬価制度

と医薬品流通の分析がなされている．こうした状況を踏まえ，政策的或いは経営学的な検

証のみならず，経済理論に基づいた事実解明や政策の検証を考察する． 

 柳井・嶋口 (1978)の貢献の他にも医薬品流通の経済分析として，井上・手塚 (1998，2002)

がある．彼らは，2 重マージン問題を扱う基本的な経済モデルによって再販売価格維持制度

と仕切り価格制度の比較を行っている．Ellison and Snyder (2010)は，抗生物質の卸売価格が

病院や薬局の交渉力によってどのように影響を受けるかを実証的に明らかにしている．こ

の分析の理論的背景は，拮抗力(countervailing power)の理論である．大きな買い手の圧力に

よって価格を引き下げる効果は，買い手のみならず経済全体にも大きな影響をもたらすこ

とが Dobson and Waterson (1997) らの理論によって発展してきた．Pecorino (2002)は，規制

によって付けられた低い価格の医薬品をカナダからアメリカへ逆輸入する問題を論じてい

る．これは逆輸入を分析しているが，国外から輸入するかどうかという問題は，広く流通
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の問題として捉えることも可能である．Jelovac and Bordoy (2005)は，自国と他国で共同支払

(健康保険で賄う部分と自己負担)の違いや医薬品の選好の差異が存在する下で医薬品の並

行輸入の効果を分析している．各国の様々な医療制度の下で広い意味での医薬品流通に関

する研究が蓄積されつつある． 

このような垂直的取引の理論や医薬品の様々な規制の下での流通の分析の流れの中で，

本論は，日本の医療用医薬品流通と薬価基準制度における卸と医療機関の交渉力が取引価

格やメーカーの利潤に与える影響について分析する．薬価が改定されない状況では，医療

機関に完全な交渉力がある場合の方がメーカーの利潤は高くなる．このモデルを用いて，

新しい薬価が前の期の納入価格の水準に応じて改定される現行の薬価制度を分析する．薬

価が前の期の納入価格と同水準に設定されるマイナス改定される状況において，卸に完全

な交渉力がある場合は，医療機関に完全な交渉力がある場合よりも，改定後のメーカーの

利潤は高まることを明らかにした．これはメーカーが医薬品卸に対して様々な取引慣行を

用いて影響力を及ぼしている経済学的な証拠と考えることができる． 

以下本稿の構成を簡単に述べる．第 2 節では，垂直的取引関係の基本的なモデルを提示

する．第 3 節では，卸が医療機関に対して完全な価格交渉力を持つ場合と医療機関が卸に

対して完全な価格交渉力をもつ場合を検討する．第 4 節では，薬価の改定を分析に含め，

薬価下落による納入価格の変動について検討する．第 5 節，薬価改定ルールを明示的に取

扱う．第 6 節はまとめである． 

 

2. モデル 

 

 医薬品メーカー(以下，メーカー)，医薬品卸売業者(以下，卸)，医療機関の 3 企業を分析

する．メーカーは一定の限界費用𝑐𝑚で医薬品を生産し，仕切り価格𝑝𝑚で卸に販売する．卸

は𝑝𝑚で医薬品を購入し，一定の限界費用𝑐𝑤で卸サービスを行う．両者の固定費用は 0 とす

る．卸は，納入価格𝑝𝑤で医療機関に医薬品を販売する．以下，𝑐𝑚と𝑐𝑤は非負の定数とする． 

医療機関は納入価格𝑝𝑤で医薬品を購入し，薬価基準制度によって定まる薬価�̅�で患者に提

供する．患者の医薬品消費量は医療機関が決定できるとする．すなわち，医療機関が購入

した量が患者の医薬品消費量となる 1)．医療機関の医薬品に対する需要関数は， 

𝐷(𝑝𝑤) = 𝛼 − 𝛽𝑝𝑤 

で表されるとする．ここで，𝛼と𝛽は正の定数であり，𝛼 − 𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤) > 0を仮定する． 

メーカーと卸の利潤はそれぞれ， 

𝜋𝑚 = (𝑝𝑚 − 𝑐𝑚)𝐷(𝑝𝑤),  𝜋𝑤 = (𝑝𝑤 − 𝑝𝑚 − 𝑐𝑤)𝐷(𝑝𝑤) 

となる．各主体の留保利潤は 0 とする．このゲームは完全かつ完備情報である． 

 意思決定のタイミングは，図 1 で示されている．第 0 期では規制当局は薬価の設定を行

う．薬価の設定については当面は与えられたものとする．第 1 期では，すべてのケースで

メーカーが仕切り価格を設定する．第 2 期では，卸と医療機関との納入価格に関する交渉
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が行われる．ここでの交渉では，それぞれの交渉力に応じて 2 種類の形態をとる．第 3 期

では，この交渉によって定まる納入価格に基づいて次期の薬価が決定される．この期を含

めた分析は最後に行う．均衡概念は部分ゲーム完全均衡である．以後，後ろ向き帰納法を

用いて均衡を導出する． 

 

【図 1 を挿入】 

 

3. 交渉力と納入価格 

 

 本節では，医療機関と卸の交渉力の強さについて，卸が完全に交渉力を持つ場合と，医

療機関が完全に交渉力を持つ場合の均衡を求める．交渉力の違いによって納入価格がどの

ように影響を受けるのかを明らかにする． 

 

3.1 卸が完全に納入価格に交渉力を持つケース 

 

 卸が納入価格𝑝𝑤を決定できる仕切り価格制度(invoice system)を考える．まずは卸の意思決

定を考える．卸の利潤は， 

𝜋𝑤 = (𝑝𝑤 − 𝑝𝑚 − 𝑐𝑤)(𝛼 − 𝛽𝑝𝑤) 

である．利潤最大化のための 1 階条件を満たす𝑝𝑤は以下のように導かれる． 

 𝑝𝑤 =
𝛼 + 𝛽𝑐𝑤 + 𝛽𝑝𝑚

2𝛽
 (1)  

次に，メーカーの意思決定を考える．メーカーの利潤は， 

𝜋𝑚 = (𝑝𝑚 − 𝑐𝑚)(𝛼 − 𝛽𝑝𝑤) 

である．(1)式を利潤に代入すると， 

𝜋𝑚 = (𝑝𝑚 − 𝑐𝑚) (
𝛼 − 𝛽𝑐𝑤 − 𝛽𝑝𝑚

2
) 

となる．この式を最大化させる𝑝𝑚を求めればよいので， 

 𝑝𝑚
𝐼𝑁𝑉 =

𝛼 − 𝛽𝑐𝑤 + 𝛽𝑐𝑚

2𝛽
 (2)  

を得る．上添え字 INV は仕切り価格制度を意味する．これを(1)式に代入すると， 

 𝑝𝑤
𝐼𝑁𝑉 =

3𝛼 + 𝛽𝑐𝑤 + 𝛽𝑐𝑚

4𝛽
 (3)  

を得る． 

 図 2 に均衡価格の状況が図示されている．メーカーと小売りの 2 重マージン現象が理論

的産業組織論の分野で盛んに分析されている．ここでは，それに加えて医療機関の薬価差

益�̅� − 𝑝𝑤
𝐼𝑁𝑉が発生している．卸のマージンは𝑝𝑤

𝐼𝑁𝑉 − 𝑝𝑚
𝐼𝑁𝑉 − 𝑐𝑤，メーカーのマージンが𝑝𝑚

𝐼𝑁𝑉 −
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𝑐𝑚となる． 

 

【図 2 を挿入】 

 

3.2 医療機関が完全に納入価格に交渉力を持つ場合 

 

Ellison and Snyder (2010)が実証的に明らかにしたように病院や調剤薬局の交渉力によっ

て納入価格が左右される．ここでは，前節と反対に医療機関に納入価格に対する完全な交

渉力がある場合を考察する．このとき，納入価格𝑝𝑤は医療機関が決定する． 

納入価格𝑝𝑤を設定するとき，医療機関は𝑝𝑚と𝑐𝑤を把握している．卸の参加制約は𝑝𝑤 ≥

𝑝𝑚 + 𝑐𝑤である．𝑝𝑤が低いほど薬価差益の拡大をもたらし医療機関の利益は高まる．よって，

このとき医療機関は𝑝𝑤をその下限である 𝑝𝑚 + 𝑐𝑤に設定する． 

次に，メーカーはこの 𝑝𝑤 を踏まえ，𝑝𝑚を決定する．このときメーカーの利潤は， 

 𝜋𝑚 = (𝑝𝑚 − 𝑐𝑚)(𝛼 − 𝛽(𝑝𝑚 + 𝑐𝑤))  

となる．仕切り価格𝑝𝑚
𝐻𝑂𝑆は， 

 𝑝𝑚
𝐻𝑂𝑆 =

𝛼 − 𝛽𝑐𝑤 + 𝛽𝑐𝑚

2𝛽
 (4)  

となる．ここで上添え字 HOS は医療機関に交渉力のある場合を示す．納入価格𝑝𝑤
𝐻𝑂𝑆は， 

 𝑝𝑤
𝐻𝑂𝑆 =

𝛼 + 𝛽𝑐𝑤 + 𝛽𝑐𝑚

2𝛽
 (5)  

となる．この結果，以下の命題 1 を導くことができる． 

 

命題 1：医療機関が納入価格に完全な交渉力を持つとき，均衡納入価格は卸に完全な交渉力

がある場合よりも低くなる．この結果，メーカーの利潤は医療機関に完全な交渉力がある

場合の方が高くなる．■ 

 

証明：(3)式と(5)式，および仮定より， 

𝑝𝑤
𝐼𝑁𝑉 − 𝑝𝑤

𝐻𝑂𝑆 =
1

4𝛽
(𝛼 − 𝛽(𝑐𝑤 + 𝑐𝑚)) > 0 

となる．一方，(2)式と(4)式より仕切り価格は同一である．したがって，需要が増大する医

療機関に完全な交渉力がある場合の方がメーカーの利潤が高くなる．■ 

 

 この命題 1 によって，医療機関に完全な交渉力がある場合，納入価格が引き下げられ，

卸に完全な交渉力がある場合に生じる 2 重マージン問題が解消される．したがって，医療

機関の共同購入や調剤薬局のチェーン化など医療機関の交渉力を高めるような取り組みは，

メーカーにとって利潤を一層高める． 
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3.3 医療機関に交渉力があるケースと再販売価格維持制度の同値性 

 

 ここでは，90 年初頭までに実施されていた再販売価格維持制度における均衡納入価格が，

医療機関に完全な交渉力がある場合における均衡納入価格に等しいことを示す．再販売価

格維持制度では，卸と医療機関との取引価格である納入価格𝑝𝑤をメーカーが指定できる．

このときメーカーは，組(𝑝𝑚, 𝑝𝑤)を決定する．ただし，卸が流通システムに留まるインセン

ティブを与えなければならない．参加条件は， 

𝜋𝑤 = (𝑝𝑤 − 𝑝𝑚 − 𝑐𝑤)(𝛼 − 𝛽𝑝𝑤) ≥ 0 

である．メーカーにとって納入価格を低くすることで販売量を高め利潤を高めることがで

きるため，納入価格𝑝𝑤は参加条件を満たす最小値に設定される．よって， 

 𝑝𝑤 = 𝑝𝑚 + 𝑐𝑤  

となる．このときメーカーの利潤は， 

𝜋𝑚 = (𝑝𝑚 − 𝑐𝑚)(𝛼 − 𝛽(𝑝𝑚 + 𝑐𝑤)) 

で表される．したがって，仕切り価格𝑝𝑚
𝑅𝑃𝑀は， 

 𝑝𝑚
𝑅𝑃𝑀 =

𝛼 − 𝛽𝑐𝑤 + 𝛽𝑐𝑚

2𝛽
 (6)  

となる．これを𝑝𝑚 + 𝑐𝑤に代入することで， 

 𝑝𝑤
𝑅𝑃𝑀 =

𝛼 + 𝛽𝑐𝑤 + 𝛽𝑐𝑚

2𝛽
 (7)  

を得る． 

 

命題 2：医療機関に完全な交渉力がある場合の均衡納入価格は，再販売価格維持制度におけ

る均衡納入価格と等しくなる． ■ 

 

証明：(5)式と(7)式より明らか．■ 

 

 1991 年に実施された医薬品流通の改革によって再販売価格維持制度は廃止された．しか

し，大きな交渉力を持つ医療機関の場合では，仕切り価格制度への移行によっても納入価

格水準は変化していないことが分かった．卸が交渉力を持つ場合には，逆に再販売価格維

持制度の廃止によって納入価格が高まる．すなわち，医療機関の交渉力が高い方が，社会

厚生が改善する 2)． 

 尚，医療機関が交渉力を持つ場合には，卸のマージンが 0 となる．したがって，その社

会厚生の大きさは卸の犠牲の上に成り立っていることに注意が必要である．近年，医薬品

卸業界の再編によって卸企業同士の合併が進められている(林・丹野 (2012)，丹野・林 (2013)，

丹野・山下 (2014)参照)．一時点の競争において，このような近年の合併によって卸の交渉
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力が高まると，理論的には経済厚生が低下することが分かった． 

 

4. 薬価改定による価格と利潤の変動 

 

薬価基準制度によって薬価は原則 2 年に一度改定される．日本の薬価基準制度において

は前年度の納入価格(市場実勢価格)を基準に改定されるため，改定の度に新しい薬価は必ず

下落する．本節では前節までの分析にこのような薬価の下落を考慮に含めて価格の変化と

メーカーの利潤を分析する． 

ある医薬品の薬価差益の拡大はその需要を増加させる事が知られている(姉川(1999))．当

然のことながら，医療機関は薬価�̅�以上の仕入れ価格𝑝𝑤では当該医薬品を使用するインセン

ティブはない．以下では，𝑝𝑤 > �̅�のときには医療機関の医薬品への需要は 0 となるだけで

なく，𝑝𝑤 = �̅�のときにも需要は 0 となる条件 

 0 = 𝛼 − 𝛽�̅�  ⟺  𝛼 = 𝛽�̅�  

を仮定する 3)．この式を，(2)，(3)，(4)，(5)式に代入することによって，上で導いた均衡解

が薬価�̅�の変化によってどのような影響を受けるのかを把握することができる．一方，薬価

はメーカーと卸の限界費用の和よりも高いことが需要の仮定より導かれる．すなわち， 

�̅� > 𝑐𝑚 + 𝑐𝑤 

が成り立つ． 

まず 3.1 節で示した卸に完全な交渉力がある場合の均衡解における薬価改定の影響を検討

する．薬価の条件𝛼 = 𝛽�̅�を(2)式，(3)式に代入するとそれぞれ， 

𝑝𝑚
𝐼𝑁𝑉 =

�̅� − 𝑐𝑤 + 𝑐𝑚

2
,  𝑝𝑤

𝐼𝑁𝑉 =
3�̅� + 𝑐𝑤 + 𝑐𝑚

4
 

となる．よって， 

1

2
=

𝜕𝑝𝑚
𝐼𝑁𝑉

𝜕�̅�
<

𝜕𝑝𝑤
𝐼𝑁𝑉

𝜕�̅�
=

3

4
 

となり，仕切り価格以上に納入価格は薬価改定の影響を強く受けることが分かる． 

 次に，3.2 節における医療機関に完全な交渉力がある場合の均衡価格は，薬価の条件𝛼 =

𝛽�̅�を(4)式と(5)式に代入すると，それぞれ， 

𝑝𝑚
𝐻𝑂𝑆 =

�̅� − 𝑐𝑤 + 𝑐𝑚

2
,  𝑝𝑤

𝐻𝑂𝑆 =
�̅� + 𝑐𝑤 + 𝑐𝑚

2
 

となる．よって， 

𝜕𝑝𝑚
𝐻𝑂𝑆

𝜕�̅�
=

𝜕𝑝𝑤
𝐻𝑂𝑆

𝜕�̅�
=

1

2
 

を得る．この結果，薬価の変動に対する仕切り価格と納入価格の変動は同一となる．医療

機関の薬価差益は�̅� − 𝑝𝑤であるから，薬価のマイナス改定が生じると薬価差益も薬価変動の

半分だけ低下することになる．薬価差益への影響を比較すると， 
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𝜕(�̅� − 𝑝𝑤
𝐼𝑁𝑉)

𝜕�̅�
= 1 −

3

4
=

1

4
<

𝜕(�̅� − 𝑝𝑤
𝐻𝑂𝑆)

𝜕�̅�
= 1 −

1

2
=

1

2
 

となる．したがって，卸に完全な交渉力がある場合の方が薬価下落に伴う薬価差益の影響

が小さい．以上より命題 3 が導かれる． 

 

命題 3：卸に完全な交渉力がある場合と医療機関に完全な交渉力がある場合における薬価下

落による効果は以下の通りである． 

 完全な交渉力がどちらの側にあっても，薬価下落の仕切り価格への効果は同一である． 

 医療機関に完全な交渉力がある場合よりも卸に完全な交渉力がある場合の方が，薬価

下落による納入価格の下落効果は強い． 

 薬価下落に伴う薬価差益の減少は，卸に完全な交渉力がある場合の方が小さい．■ 

 

 次に薬価下落に伴うメーカーの利潤への影響を検討しよう．医療機関に完全な交渉力が

ある場合のメーカーの利潤は， 

𝜋𝑚
𝐻𝑂𝑆 =

(𝛼 − 𝛽𝑐𝑤 − 𝛽𝑐𝑚)2

4𝛽
 

である．ここで𝛼 = 𝛽�̅�に注意すると， 

𝜕𝜋𝑚
𝐻𝑂𝑆

𝜕�̅�
=

𝛽(�̅� − 𝑐𝑤 − 𝑐𝑚)

2
 

となる． 

一方，卸に完全な交渉力がある場合のメーカーの利潤は， 

𝜋𝑚
𝐼𝑁𝑉 =

(𝛼 − 𝛽𝑐𝑤 − 𝛽𝑐𝑚)2

8𝛽
 

となる．命題 1 の繰り返しになるが，𝜋𝑚
𝐻𝑂𝑆 > 𝜋𝑚

𝐼𝑁𝑉が分かる． 

また𝜋𝑚
𝐼𝑁𝑉の薬価改定に対する影響については， 

𝜕𝜋𝑚
𝐼𝑁𝑉

𝜕�̅�
=

𝛽(�̅� − 𝑐𝑤 − 𝑐𝑚)

4
 

となる．仮定より�̅� > 𝑐𝑤 + 𝑐𝑚および 𝛽 > 0であるから，薬価の下落によってメーカーの利

潤は常に低下する．薬価下落によるメーカーの利潤低下は，医療機関に完全な交渉力があ

る場合の方が大きい．以上より，次の命題 4 が導かれる． 

 

命題 4：薬価改定がなされる場合，メーカーの利潤への薬価改定による影響は，医療機関に

完全な交渉力がある場合の方が大きい．■ 

 

 尚，卸に完全な交渉力がある場合には，薬価の下落はメーカーだけでなく卸の利潤も低

下させる．また，薬価差益も薬価の増加関数であったから，薬価下落に歯止めをかけるイ
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ンセンティブがメーカーだけでなく卸や医療機関にも生じている． 

 

5. 薬価改定ルールがもたらす価格と利潤の違い 

 

 次に，薬価改定ルールを次期の納入価格決定へ組み込んだ分析を行う．実際の薬価基準

制度において既存医薬品の改定ルールは，薬価調査を通じて把握された市場実勢価格の加

重平均値に調整幅として旧薬価 2%を加えた価格を新薬価とするものである．この現行の薬

価基準制度を前の期の納入価格𝑝𝑤に基づき以下のように新しい薬価�̅�としてモデル化する． 

 �̅� = 𝑟𝑝𝑤 (8)  

この改定率𝑟は，各々のスキームのメーカーの利潤が非負になることを保証するため 

 𝑟 >
2𝛽(𝑐𝑤 + 𝑐𝑚)

𝛼 + 𝛽(𝑐𝑤 + 𝑐𝑚)
  

を満たしているとする．仮定より右辺の値は，1 よりも小さいことが分かる．ここで，𝑟の

下限について 

 𝑟 ≡
2𝛽(𝑐𝑤 + 𝑐𝑚)

𝛼 + 𝛽(𝑐𝑤 + 𝑐𝑚)
  

と定義する． 

 (8)式で表される薬価改定ルールのもとでは，医薬品の需要曲線の価格軸切片が薬価改定

の度に低下するため，需要曲線は下方にシフトしていく．当初の薬価が価格軸の切片 α/βで

与えられている．次期の薬価は，前の期の納入価格𝑝𝑤を基に𝑟𝑝𝑤となる．この薬価のもとで

の需要曲線は𝑟𝑝𝑤を切片とした右下がりの直線となる．図 3 のように𝑟 = 1の場合には，新

薬価が𝑝𝑤となる．納入価格𝑝𝑤はその期の薬価よりも低い水準となるから，薬価改定の度に

需要曲線が下方シフトすることとなる． 

 

【図 3 を挿入】 

 

 

(8)式で表される薬価改定ルールのもとでのメーカーの利潤について次の結果を得る． 

 

命題 5：改定率が𝑟 ≤ 𝑟 ≤ 1を満たしているとき，薬価の改定後のメーカーの利潤は，医療機

関に完全な交渉力がある場合よりも卸に完全な交渉力がある場合の方が高くなる．■ 

 

証明：最初に医療機関に納入価格に対する完全な交渉力がある場合を検討する．(8)式に(5)

式を代入すると， 
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�̅� =
𝑟(𝛼 + 𝛽𝑐𝑤 + 𝛽𝑐𝑚)

2𝛽
 

となる．これを以下のメーカーの利潤の式， 

𝜋𝑚
𝐻𝑂𝑆 =

𝛽(�̅� − 𝑐𝑤 − 𝑐𝑚)2

4
 

に代入すると， 

𝜋𝑚
𝐻𝑂𝑆(𝑟) =

(𝛼𝑟 + 𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤)(𝑟 − 2))
2

16𝛽
 

となる． 

 次に，卸に納入価格に関する完全な交渉力がある場合を考える．(8)式に(3)式を代入する

と， 

�̅� =
𝑟(3𝛼 + 𝛽𝑐𝑤 + 𝛽𝑐𝑚)

4𝛽
 

となる．これを以下のメーカーの利潤の式， 

𝜋𝑚
𝐼𝑁𝑉 =

𝛽(�̅� − 𝑐𝑤 − 𝑐𝑚)2

8
 

に代入すると， 

𝜋𝑚
𝐼𝑁𝑉(𝑟) =

(3𝛼𝑟 + 𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤)(𝑟 − 4))2

128𝛽
 

となる．このとき， 

𝜋𝑚
𝐼𝑁𝑉(𝑟) − 𝜋𝑚

𝐻𝑂𝑆(𝑟) =
1

128𝛽
[[3𝛼𝑟 + 𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤)(𝑟 − 4) + 2√2(𝛼𝑟 + 𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤)(𝑟 − 2))] × 

        [3𝛼𝑟 + 𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤)(𝑟 − 4) − 2√2(𝛼𝑟 + 𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤)(𝑟 − 2))]] 

 =
1

128𝛽
[ [((3 + 2√2)𝛼 + (1 + 2√2)𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤)) 𝑟 − 4(1 + √2)𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤)] × 

          [((3 − 2√2)𝛼 − (2√2 − 1)𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤)) 𝑟 + 4(√2 − 1)𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤)]] 

 最初の角括弧内は，仮定𝑟 ≥ 𝑟より正であることがわかる．次に 2 番目の角括弧内が正で

あることを示すために，次の関数𝑓を考える． 

𝑓(𝑟) = ((3 − 2√2)𝛼 − (2√2 − 1)𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤)) 𝑟 + 4(√2 − 1)𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤) 

これは，𝑟の 1 次関数であり下が成り立つ． 

 𝑓(0) = 4(1 + 2√2)𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤) > 0 

𝑓(1) = (3 − 2√2)(𝛼 − 𝛽(𝑐𝑚 + 𝑐𝑤)) > 0 

よって，𝑟が𝑟から 1 までの範囲にあるとき，𝜋𝑚
𝐼𝑁𝑉(𝑟) − 𝜋𝑚

𝐻𝑂𝑆(𝑟) > 0 が示された．■ 
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 前の期の納入価格が次の期の薬価に完全に反映されるかそれ以下の場合は，メーカーに

とって卸に完全な交渉力がある場合の方が好ましい．さらに，卸にとっても卸に完全な交

渉力がある場合の方が利潤は高い．したがって，卸の交渉力を強めるような取引慣行をメ

ーカーが課し，それを卸が受け入れやすい状況を命題 5 は意味している． 

 一般の改定率に対して明確な結論を得ることは難しい．しかし，メーカーと卸の限界費

用の和が小さくなるような状況では，命題 5 と同様にメーカーにとって卸に納入価格に対

して完全な交渉力がある場合の方が望ましいことが分かる． 

 

命題 6：メーカーと卸の限界費用の和が十分に小さい場合，任意の改定率において，薬価改

定後のメーカーの利潤は，卸に完全な交渉力がある場合の方が医療機関に完全な交渉力が

ある場合よりも高い． 

 

証明： 命題 5 の証明において，関数𝑓の傾きが正である条件を書き換えると， 

𝑐𝑚 + 𝑐𝑤 <
(3 − 2√2)𝛼

(2√2 − 1)𝛽
 

となる．これらの外生変数は，仮定𝑐𝑚 + 𝑐𝑤 < 𝛼/𝛽を満たしている．特に，𝑐𝑚 = 𝑐𝑤 = 0のと

き明らかに成り立つ． 

 よって，メーカーと卸の限界費用の和が上式を満たす十分小さいとき，𝑓は増加関数にな

る．よって，命題 5 の証明中の𝑓(0) > 0より，証明が完成する．■ 

 

 薬価の改定がない場合では，卸に納入価格に対する完全な交渉力がある場合よりも，医

療機関に完全な交渉力がある場合の方が，メーカーにとって望ましい．しかし，薬価のマ

イナス改定が実施されるのであれば，逆に命題 6 の仮定の下で卸に完全な交渉力がある場

合の方が改定後のメーカーにとって望ましいことが分かった．上述のように実際の薬価改

定は，前期の納入価格に調整幅を加えて行われる．それは，本モデルに当てはめると改定

率が 1 よりも少し高いことを意味する．よって，命題 6 の条件はその現実的な妥当性を保

証するものであると言えよう．限界費用の和が小さいという条件は以下に説明できる．医

薬品開発のための R&D 投資の重要性や特許切れ後のジェネリック医薬品の参入などから，

医薬品産業の費用構造は，可変費用よりもサンクコストなどの固定費用の重要性が高いと

考えられる．命題 6 の限界費用の和が小さいという条件は，このような医薬品産業の特殊

性を鑑みると十分成り立ちやすいと考えられる． 

 命題 1 より同じレベルの薬価であれば，メーカーの利潤は，卸よりも医療機関に完全な

交渉力がある方が高くなる．しかしながら，2 つのスキームに応じて均衡納入価格とそれに

基づいた改定薬価に差が出てくる．卸に完全な交渉力がある場合の納入価格は，医療機関

に完全な交渉力がある場合の納入価格よりも高くなる．それは，卸に完全な交渉力がある
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場合の次期薬価は，医療機関に完全な交渉力がある場合の次期薬価よりも高くなることを

意味する．そのため，卸に完全な交渉力がある場合の薬価改定後のメーカーの利潤はより

高くなるのである． 

 

6. おわりに 

 

 卸に完全な交渉力がある場合と医療機関に完全な交渉力がある場合を，薬価が不変であ

る場合と薬価が改定される場合に分けて分析した．卸に完全な交渉力がある場合は，所謂 2

重マージン問題における帰結と同じく，医療機関に完全な交渉力がある場合よりも納入価

格が高まる．薬価が改定されない状況では，医療機関の医薬品への需要が低下することで

メーカーの利潤は低くなる(命題 1)．しかし，薬価が下落する状況においては，医療機関に

交渉力がある場合の方がメーカーの利潤の減少幅は大きくなる(命題 4)．薬価改定ルールと

して前の期の納入価格を基準に次期薬価が改定される現行制度のような仕組みを導入する

と，卸に交渉力がある場合の方がメーカーの利潤は高まる(命題 5，6)．卸に完全な交渉力が

ある場合の方が納入価格の低下を抑えることができ，それに基づき薬価下落によるメーカ

ーの利潤減少に歯止めが掛けられるからである． 

 以上の考察より，薬価改定ルールを明示的に組み込むことによって，交渉力のありかた

によってメーカーの利潤は，大きく異なることがわかった．薬価改定によって薬価が下落

する現行制度の下では，メーカーにとって卸に交渉力がある方が望ましい．このことによ

って，卸の交渉力を高めるような様々な取り組みを行うインセンティブがメーカーに生ま

れてくる．その一部が，アローアンスや割り戻しのようなメーカーと卸の取引慣行の可能

性であることをこの結果は示している．医療機関に納入価格に対する完全な交渉力があれ

ば，卸の利潤は 0 である．よって，卸の交渉力を強めるこのような取引慣行は，卸にとっ

ても望ましい．そのため厚生労働省 (2006)の提言がなかなか実現しない現状をこの結論は

示唆している． 

 このモデルの 1 つの拡張として日本におけるジェネリック医薬品の不十分な普及の理由

を説明する可能性を指摘しておこう．Iizuka (2009)， Iizuka and Kubo (2011) ，堀田 (2012)

は，日本のジェネリック医薬品の参入の要因について価格規制や薬価差益の観点から分析

している．Iizuka (2012) はその要因を医師のインセンティブにより説明している．このジェ

ネリック医薬品の参入について卸の構造からの分析はまだ見当たらず，本モデルはその分

析の基本的なフレームワークを提供すると考えられる．Brekke et al (2013) は，調剤薬局の

ジェネリック医薬品の採用に与える影響を分析している．我々は，日本の市場においては

卸の要因も見逃すことはできないと考えている．水平的差別化モデルを用いた日本の医薬

分業の先駆的な分析に櫻井 (2003)がある．そこで分析された医療機関の明確な行動原理を

付け加えて医薬品卸との戦略的な関係とその帰結を探ることも重要である． 

 本稿での分析は垂直的取引関係の理論の簡単な分析であったが，卸と医療機関の交渉力
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の相対的強さを軸に医薬品産業の構造が一部解明できた．複雑な取引慣行の存在が薬価基

準制度における薬価改定ルールに起因する可能性を経済理論的に示唆することができた．

アローアンスや割り戻しといった具体的な取引慣行が，どのような帰結を招くかについて

は次稿への課題としたい．  
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注 

1) 医療サービスにおいては，通常医療提供側と患者側との間に情報の非対称性がある．こ

のため患者は医療サービスの適切な選択が困難であり，医療提供側に意思決定を委ねざる

を得ない．医薬品の選択や処方量の決定においても同様である．よって，ここでは簡単化

のため患者の消費量は医療提供側が決定していると仮定している．この仮定や他の代替的

な設定については，邦語文献の中では例えば吉田 (2009, p. 46) が詳しい． 

 

2) ここでの社会厚生は，生産者利潤，卸利潤，消費者余剰の総計である．実際の社会厚生

には，この他にも公的医療保険の保険者及び政府の支出も含まれるのは言うまでもない．

しかし，ここでは分析の単純のため捨象する．  

 

3) 薬価差益がなくとも最低限必要な医薬品は需要されることは十分にあり得る．ここでは

分析の簡単化のため，薬価差益がない場合にはそのような需要はないと想定する． 
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